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簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式)に係る手続開始の公示 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

 

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 

 

 

令和８年７月１日 

分任支出負担行為担当官 

北陸地方整備局 金沢河川国道事務所長 五十川 泰史 

 

１．業務概要 

(1) 業務名  令和８年度手取川ダム洪水吐きゲート上屋外耐震改修実施設計業務 

（電子入札対象案件）（電子契約対象案件） 

 

(2) 業務内容 本業務は､手取川ダム付属の河川管理施設として昭和５４年に建設され 

た洪水吐きゲート操作台を保護する上屋施設について､耐震改修設計を行 

うものである。 

 

対象施設及び主な業務内容は、以下のとおりである。 

１． 耐震改修一式 

施設所在地：石川県白山市女原地先 

  １）施設名称   洪水吐きゲート上屋Ａ棟 

構造・規模   鉄骨造 平屋建 

延べ面積     １１８.０９㎡ 

  ２）施設名称   洪水吐きゲート上屋Ｂ棟 

構造・規模   鉄骨造 平屋建 

延べ面積     １１３．３７㎡ 

      ３）施設名称   洪水吐きゲート階段 

構造・規模   鉄骨造 

延べ面積     ２６.４５㎡ 

 

(3) 履行期間  契約締結の翌日から令和９年３月１０日まで 

 

(4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 

 

(5) 本業務は提出資料、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電

子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式

に代えることができる。 

 

(6) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行

う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を

得て紙契約方式に代えることができる。 
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(7) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項

目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。 

 

(8) 本業務は、令和 6 年 3 月 13 日付け国土交通本省通知「令和６年能登半島地震に係

る「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の

取扱いについて」に基づき、賃上げを実施する企業に対する加点措置を行わない業務

である。 

※通知については、北陸地方整備局ホームページを参照： 

https://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouchinage/index.html 

 

(9) 本業務はワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価を行う業務である。 
 

(10) 本業務は、EIR（発注者情報要件をいう。以下同じ。）を適用する業務である。 

EIR に記載の BIM 活用項目（推奨項目及びその他項目）の実施については、受注

者の任意とする。 

 

(11) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃

金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて（試行）」（令和 7 年 12 月 3

日付国官技 309 号、国官総第 182 号、国営整第 141 号、国港総第 501 号、国港技第 78

号、国空予管第 991 号、国空空技第 379 号及び国空交企第 267 号）の試行業務であ

る。 

なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。 

 

２．指名されるために必要な要件 

(1) 入札参加者に要求される資格 

参加表明書を提出しようとする者は、ア．に掲げる資格を満たしている単体企業

であること。 

ア．単体企業 

1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 98 条において準用する予決

令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

2) 北陸地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く）における令和７・８

年度の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の

認定を受けている者であること。 

3) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から

指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続して

いる者でないこと。 

5) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

イ．入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説 

明書参照） 

 

(2) 入札参加者を指名するための基準 

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領に定める指名基準による
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。なお、同基準中の「当該業務における技術的適性」については、同種又は類似

業務の実績（物品の製造、物品の販売、役務の提供等の区分により発注された業

務（国土交通本省発注は除く）の実績は含まない）並びに配置予定の技術者の資

格及び手持ち業務等を勘案するものとする。 

 

３．総合評価に関する事項 

(1) 落札者の決定方法 

入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当する

もののうち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という

。）の最も高い者を落札者とする。 

 

1) 入札価格が予決令第 98 条で準用する予決令第 79 条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出

するものとする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく

不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札

した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 

2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る

場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする 

3) 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、電子入札システム内の電子くじにお

いて落札者を決める。 

 

(2) 総合評価の方法 

1) 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

2) 価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

なお、価格評価点の配分点は 60 点とする。 

価格評価点＝(価格評価点の配分点)×(1－入札価格／予定価格) 

3) 技術評価点の算出方法 

技術提案書の内容に応じ、下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、

技術評価点を与える。 

なお、技術評価点の最高点数は 60 点とする。 

① 予定技術者の経験及び能力 

② 実施方針等 

③ 技術提案の履行確実性 

④ その他（ワーク・ライフ・バランス等推進企業の認定に関する評価） 

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

技術評価点＝ 60 点 ×(技術評価の得点合計／技術評価の配点合計)  

技術評価の得点合計＝（ ①に係る評価点）＋(（技術提案評価点）×（ ③の評

価に基づく履行確実性度）)＋（ ④に係る評価点） 

技術提案評価点＝（ ②に係る評価点） 
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4) 詳細は、入札説明書による。 

 

４．入札手続等 

(1) 担当部局 

〒920-8648 

 石川県金沢市西念４丁目２３番５号 

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 経理課 専門職 

電 話 076-264-8853 

電子メール kanakeiri-shinsei@hrr.mlit.go.jp 

 

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

令和８年７月１日（水）から令和８年８月２７日（木）までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分まで。 

入札説明書等は、電子入札システムからダウンロードすることにより交付する

。運用及び操作の詳細については、以下のアドレスを参照のこと。 

アドレス：https://www.e-bisc.go.jp/ 

なお、電子入札システムからダウンロードできない場合は、４．(1)に電話、電

子メールにより申し込むこと。ただし、電子メールによる場合は、必ず着信確認

を行うこと。 

交付方法：交付期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びＣＤ等を同封し

、４．(1)へ郵送すること。ＣＤ等に複製したものを折り返し郵送する。（窓口交付

は行わない。） 

 

(3) 参加表明書を提出できる者の範囲 

参加表明書を提出する時において、上記２．(1) 2)に掲げる一般競争（指名競争

）参加資格の認定を受けている者とする。 

 

(4) 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

1) 提出期限：令和８年７月１３日（月）12 時 00 分 

2) 提出場所：上記４．(1)に同じ。 

3) 提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得

て郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）又は電子メー

ルにより提出する場合は、1)の提出期限までに必着で 2)の提出先に１

部を郵送、又は電子メールにより提出すること。電子メールによる場

合は、必ず着信確認を行うこと。ＦＡＸよる提出は受け付けない。 

 

(5) 技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

1) 提出期限：令和８年８月１７日（月）12 時 00 分 

2) 提出場所：上記４．(1)に同じ。 

3) 提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得

て郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）又は電子メー

ルにより提出する場合は、1)の提出期限までに必着で 2)の提出先に１

部を郵送、又は電子メールにより提出すること。電子メールによる場

合は、必ず着信確認を行うこと。ＦＡＸよる提出は受け付けない。 
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(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得

た場合は紙により上記４．(1)まで持参すること。 

ア． 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和８年８月２８日（金）12 時

00 分 

イ． 紙により持参の場合の入札の締め切りは､令和８年８月２８日(金) 12 時 00 分 

開札は、令和８年８月３１日（月）11 時 00 分、北陸地方整備局 金沢河川国 

道事務所 １階入札室にて行う。 

 

５．その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 

 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

1) 入札保証金 免除。 

2) 契約保証金 納付（保管金の取扱店：日本銀行金沢支店）ただし、利付き国債の提

供（取扱官庁：北陸地方整備局）又は金融機関若しくは保証事業会

社の保証（取扱官庁：北陸地方整備局金沢河川国道事務所）をもっ

て契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保

証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場

合は、契約保証金を免除する。 

 

(3) 入札の無効 

本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加

表明書に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

 

(4) 手続きにおける交渉の有無  無。 

 

(5) 契約書作成の要否  要。 

 

(6) 関連情報を入手するための照会窓口  ４(1)担当部局に同じ。 

 

(7) 本案件は提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての

詳細については、入札説明書による。 

 

(8) 本業務は、技術提案書（履行確実性の審査に必要な部分に限る。）のヒアリングを

実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。（入札

説明書参照） 

 

(9) 詳細は入札説明書による。 

以  上 


